
 

 

 
 
 
 
 
 

 

「農の風景育成地区」（下小山田・図師町エリア）の指定について 
 

１ 趣旨・背景  

 市街地における都市農地は、後継者不足や高齢化による農作業の負担過多などから
宅地化が進む傾向にあり、保全活用に向けて持続可能な営農環境の整備が必要です。 
 このことから、比較的まとまった農地が残る下小山田・図師町エリアを「農の風景
育成地区」に指定することで、みどり空間活用の取組や農業振興施策と連携し、農と
みどりに親しみながら暮らせる住環境の実現を目指します。 

 
  

２ 経過 

２０１９年 ４月 町田市全域を対象として農の風景育成地区の指定検討開始 

２０２０年 ５月 都市農地の保全活性化策の社会実験開始 

２０２１年 ５月 

～２０２２年３月 

指定候補地の農業者、関連団体などに対してヒアリング等を

実施 

２０２２年１１月 農業者、関連団体などを対象とした第１回意見交換会を実施 

２０２３年 ２月 農業者、関連団体などを対象とした第２回意見交換会を実施 

２０２３年 ３月 指定候補エリアの住民に対し、指定に向けた説明会を開催 

２０２３年 ８月 農業者・関連団体などを対象とした第３回意見交換会を実施 

 

３ 指定地区の状況 

（１）指定地区面積 ８１.５ha 

（２）農地面積 １０.１ha（うち生産緑地地区の合計面積９.３ha） 

（３）農地面積割合 １２.４％ 

 

４ 指定区域及び取組方針 

 別紙－１（下小山田・図師町エリア構想図） 

 

５ 指定による効果 

 地区指定によって、農地の活用を通じた農業者と地域住民との交流促進や周辺施設

の更なる活用が図られます。また、新たな担い手の創出や販路拡大等が期待でき、農

業者の負担軽減や安定収入などの援農支援につながります。 

 

６ 指定までのスケジュール 

２０２３年 ９月 「農の風景育成地区」指定申請及び東京都による審査 

「農の風景育成地区」（下小山田・図師町エリア）指定に向

けた周知活動 

１０月 農の風景育成地区指定・告示 

東京都及び町田市によるプレスリリース実施 

 

                                   以上 

２０２３年９月１３日・１４日 
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